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第3号（令和５年度2号）  

令和６年３月12日発行 

発行責任者　         
（地域学校協働活動推進員） 

  

 令和４年度より鴨川市では全小中学校に『学校運営協議会』が組織されました。学校運営協

議会が設置されている学校を『コミュニティスクール』と呼びます。 

　学校運営協議会は、今年度、年間４回会議を行いました。【詳細は HP「田原小の地域学校協

働活動」を参照願います。】市では、「地域と一体となった子どもたちの育みの推進」を目指し、

「学校」と「地域」が相互にパートナーとして連携・協働した活動の組織を作っています。そ

れが「地域学校協働本部」です。（平成２９年３月に社会教育法が改正され正式に位置づけら
れました。） 

地域学校協働本部

 　 田原見まもり隊 田原小ＰＴＡ 

 　子ども会育成会 青少年相談員 

　 田原地区社会福祉協議会 交通安全協会田原分会

　 田原ふるさとフェスティバル実行委員会 他各種団体で 

　 田原土曜スクール ＰUKE（図書ボランティア 緩やかなつながり

  ◇学校運営協議会　 　 　 　 　  地域とともにある　 学校づくり 

  ◇地域学校協働活動（本部）　  学校を核とした　   地域づくり
 

◇田原見まもり隊  久しぶりに地区内パトロール実施 

 

 

 

◇田原小PTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １５０周年に向けた資

源回収・バザー等を実施

しました。 

　 PTA拡大委員会では、

各専門部から多くの提案

もありました。 
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◇田原土曜スクール  いろいろな体験を企画・運営（多くの講師にお世話になっています。） 

 

◇読書ボランティア 【PUKE】の皆様 

 

 

   毎週月曜日・木曜日　朝の時間に１，２年生を対象に

 「読み聞かせ」を実施。月２回、図書の修理等も実施。

 

 

 

 

 

 地域学校協働活動 

 

　 ・幅広い層の多くの地域住民が参画する 

　 ・学校を核とした地域づくりを目指す 

　 ・相互にパートナーとして連携、協働する

〔６月に開かれた地域学校協働活動（田原地区会議）〕 

編集責任者　          （田原小学校・校長） 

編集者　          （田原小学校・事務職員）


